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ヒブワクチンの早期定期予防接種化を求める意見書 
 

細菌性髄膜炎の日本での患者数は、毎年約1,000人に上ると推定されています。

その約６割強がヒブ（Ｈｉｂ＝インフルエンザ菌ｂ型）によるもの、約２割強

が肺炎球菌によるもので、この二つの起因菌によるものが全体の約９割を占め

ています。 

細菌性髄膜炎は早期診断が大変難しい疾病です。治療には起因菌に有効な抗

生物質を高容量投与しますが、近年、特にヒブの薬剤に対する耐性化が急速に

進んでおり、適切な治療が難しくなってきていることが指摘されています。 

また、細菌性髄膜炎は非常に予後の悪い疾患であり、迅速な治療が施されても、 

ヒブの場合で３％から５％、肺炎球菌の場合で10％から15％の患児が死亡して

います。生存した場合でも10％から20％に脳と神経に重大な損傷が生じ、水頭

症、難聴、脳性麻痺、精神遅滞等の後遺症を引き起こしています。 

ヒブと肺炎球菌による細菌性髄膜炎はワクチン接種で予防することができま

す。ヒブワクチンは世界100ヵ国以上で承認され、90ヵ国以上で定期予防接種と

されています。肺炎球菌については、肺炎球菌ワクチン（７価ワクチン）が世

界80ヵ国以上で承認され、米国やオーストラリア等で定期接種されています。

これらのワクチンを定期予防接種化した国々では発症率が大幅に減少しており、

高い効果があります。 

既に認可されているヒブワクチンとあわせて、肺炎球菌ワクチンを定期接種

化することにより、国内の細菌性髄膜炎の多くを防ぐことができます。早期発

見が難しく、迅速な治療を施しても予後が悪く、さらに薬剤耐性の高まりによ

る治療の困難化が指摘されている細菌性髄膜炎は、早期に定期予防接種化する

ことが重要です。現在任意接種のために、最大４回の接種で約３万円の自己負

担となり、子育て世代にとっては、重い負担と言わざるを得ません。 

細菌性髄膜炎の予防に関する肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンを含めた定期予

防接種化について、強く要望いたします。 

記 

１ 速やかに細菌性髄膜炎（肺炎球菌及びインフルエンザ菌ｂ型によるもの）

を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。 



2 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 
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